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 平成 29年 11 月 28 日 

各  位   

                      会 社 名 株式会社ジー・スリーホールディングス 

                   代表者名  代表取締役兼最高管理責任者 長倉 統己 

                                           （コード：3647 東証第二部） 

問合せ先 管理部マネージャー  佐藤 一樹 

                            （ＴＥＬ：03－5781－2522） 

 

支配株主等に関する事項に支配株主等に関する事項に支配株主等に関する事項に支配株主等に関する事項についてついてついてついて    

 

当社の、平成 29 年 8 月 31 日現在の支配株主等に関する事項は、以下のとおりとなりますので、

お知らせいたします。 

なお、平成 29 年 10 月 20 日付「その他の関係会社の異動に関するお知らせ」でお知らせしました

とおり、平成 29年 10 月 17 日付けで、エコ・キャピタル合同会社が保有する当社株式の議決権所有

割合が 20％を下回ったことを確認したことから、エコ・キャピタル合同会社、及び同社の 100％出

資者として当社株式を間接保有する株式会社タイズコーポレーションは、当社のその他の関係会社

に該当しないこととなりました。 

よって、本日現在において、当社は、親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又

はその他の関係会社の親会社を有しておりません。 

 

１. 親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等 

（平成29年 8月 31日現在） 

名称 属性 

議決権所有割合（％） 発行する株券等が上場され

ている金融商品取引所等 直接所有分 合算対象分 合計 

エコ・キャピタル 

合同会社 

その他の 

関係会社 

26.93％ － 26.93％ － 

株式会社 

タイズコーポレーション 

その他の 

関係会社 

－ 26.93％ 26.93％ 
－ 

 

２. 親会社等のうち、上場会社に与える影響が最も大きいと認められる会社の名称及びその理由 

（1） 会社の名称：エコ・キャピタル合同会社 

（2） 理由：平成 29年 8 月 31 日現在において、当社が平成 27年 4月 1日付第 8回行使価額 

定型新株予約権を割当てた結果、直接所有分による議決権所有割合が最も大きい 

ものとなっているため。 

 

３. 非上場の親会社等に関する決算情報の開示の免除の理由 

該当事項はありません。 
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４. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係 

（1） エコ・キャピタル合同会社との関係 

エコ・キャピタル合同会社は、有価証券の保有・運用・売買並びにその他投資業務を

主たる目的とする会社であり、太陽光発電システムの企画、開発、販売等を行う株式会

社タイズコーポレーションが出資持分の100％を有することとなった投資ファンドです。    

エコ・キャピタル合同会社の投資の目的は、純投資によるキャピタルゲインの獲得で 

あるため、当社はエコ・キャピタル合同会社による親会社等の企業グループには属して 

おりません。 

また、平成 29年 8 月期において、当社とエコ・キャピタル合同会社の間に事業上の取

引および人的交流はありません。 

このため、当社は、エコ・キャピタル合同会社からの一定の独立性は確保されている

と考えております。 

（2） 株式会社タイズコーポレーションとの関係 

株式会社タイズコーポレーションは、エコ・キャピタル合同会社の出資持分の 100％

を有し代表社員となったことにより、平成 29 年 3 月 23 日付で、当社が、当社株式の間

接保有によるその他の関係会社に該当すると判断した会社であります。 

株式会社タイズコーポレーションの投資の目的は、エコ・キャピタル合同会社を通じ 

ての間接保有における純投資によるキャピタルゲインの獲得であるため、当社は株式会 

社タイズコーポレーションによる親会社等の企業グループには属しておりません。 

また、平成 29年 8月期において、当社と株式会社タイズコーポレーションの間に事業

上の取引および人的交流はありません。 

このため、当社は、株式会社タイズコーポレーションからの一定の独立性は確保され

ていると考えております。 

  

５. 支配株主等との取引に関する事項 

（1） エコ・キャピタル合同会社との取引 

 該当事項はありません。 

（2） 株式会社タイズコーポレーション 

 該当事項はありません。 

 

６. 支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

該当事項はありません。 

 

以 上 


